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569 新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基
づく特定接種の登録
事業者の登録事務の
役割明確化

特定接種の登録事務につ
いて県や市町村に必要な
協力を求めることができる
という規定を使い、登録事
業者との調整をすべて県
及び保健所設置市に任せ
てしまっているので、協力
の範囲を明確化し、適切な
運用とする。

県や市町村に協力を求めることができるという規定を利用し、特定接種にか
かる登録事務について登録事業者との調整を全て県や保健所設置市に任せ
てしまっている状況であり、膨大な業務であることから、非常に混乱が生じて
いるため、役割の明確化を図る必要がある。
例えば、特定接種の疑義照会は、約３､７００事業所のうち、４４０件で、県・保
健所設置市が照会する中で、事業所から制度に対する意見、要望等があり調
整が発生し業務が増えている。特定接種の登録の可否といった質問が多い
ので、今後の登録者の調整は、国において行っていただきたい。

新型インフルエンザ
等対策特別措置法
第28条第4項

内閣官房、厚
生労働省

神奈川県 C　対応不可 本提案は、現在、地方公共団体が行っている事務を国において行うよう求め
るものであり、対応することはできない。

国の協力依頼に基づいて地方公共団体が実施している事務であるにもかか
わらず、法第28条第４項の規定により「正当な理由」がない限り国からの依頼
を拒むことができず、実質的に国から丸投げされている状況であることから、
役割分担・協力範囲の明確化は必要と考える。

特定接種の登録事務に係る国からの協力依頼は、真に必要な場合に限定さ
れるべきである。登録の円滑な実施のためとはいえ、国が事実上事務を県や
市町村に丸投げしている状況にあることから、「正当な理由」の範囲等を予め
明確に示した上で協力を求めるべきである。

298 国民保護計画の変更
に係る内閣総理大臣
への協議の廃止

都道府県が国民保護計画
を作成、変更する際は、あ
らかじめ総務大臣を経由し
て内閣総理大臣への協議
が義務付けられているが、
この協議を廃止する。

【根拠条文】
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
第34条第５項　都道府県知事は、その国民の保護に関する計画を作成すると
きは、あらかじめ、総務大臣を経由して内閣総理大臣に協議しなければなら
ない。 

【提案事項・支障事例】
各都道府県の国民保護計画を変更する際、現状では、総務大臣・内閣総理
大臣への協議（年に１度の閣議決定）を経ることとされており、その変更作業
は内閣府から示されるスケジュールに沿って進めることとなっている。
年に一度の閣議決定に間に合わない変更内容は、計画に具備することがで
きず、次の閣議決定まで変更することができないため、適宜時期を捉えた変
更が困難な場合がある。
このことから、県民の生命、身体及び財産を保護するための計画の変更を迅
速に決定できるよう、協議を不要としていただきたい。
なお、同じく県民の生命、身体及び財産を保護する目的で策定している地域
防災計画は、平成２３年度に第１次一括法により内閣府総理大臣への協議が
不要とされたことから、都道府県の国民保護計画も内閣府総理大臣等への
協議を不要とし、速やかな策定・変更を行うことができるようにしていただきた
い。

武力攻撃事態等に
おける国民の保護
のための措置に関
する法律第34条第
５項及び第８項

内閣官房、総
務省（消防
庁）

福島県 C　対応不可 　国民保護法は、我が国の平和と独立を脅かす着上陸侵攻、ゲリラ・特殊部
隊による攻撃、弾道ミサイル攻撃、航空機による攻撃といった武力攻撃事態
等という最も重大な国家の緊急事態において、国民の生命、身体及び財産を
保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、必要な措置について定
めることにより、国全体として万全の体制を整備することを目的としている。

　都道府県の国民保護計画は、この武力攻撃事態等において、都道府県が、
法定受託事務である国民の保護のための措置を、的確かつ迅速に実施する
ための行動計画となるもの。 

　この計画の作成、変更に際しての内閣総理大臣への協議は、例えば、都道
府県と防衛省・自衛隊との情報連絡体制の構築に関する事項等の、国の定
める基本指針や指定行政機関の計画の内容と都道府県の計画の内容との
整合性が特に確保されていなければ、国の施策の実施に著しく支障が生ずる
と認められるような事項等について、所要の調整を行うものである。 
 

　また、都道府県の区域を越える他の地方公共団体等との広域的な連携に
関する事項等は、国の基本指針や指定行政機関の国民保護計画のほか、他
の都道府県の国民保護計画との整合性等について調整が必要であること等
に鑑みれば、都道府県の国民保護計画の作成、変更に係る内閣総理大臣と
の協議については、存置が必要。

　なお、内閣総理大臣への協議については、今後都道府県から要請があれ
ば、関係機関とも協議しながら、適時、協議が行えるよう検討してまいりたい。

＜回答＞
　　提案内容は、迅速かつ適時の協議がなされない現行制度に支障があると
し、協議の廃止を求めているものであり、再度協議の廃止を求める。
　　なお、協議の廃止が困難であれば、計画の策定・変更について随時の手
続きができるよう、所要の制度改正を願いたい。
　　都道府県の国民保護計画が、武力攻撃事態等において、国民の保護のた
めの措置を的確かつ迅速に実施するための行動計画なのであれば、現行の
１年に１度の手続きは期間として適当とはいえず、計画内容を必要に応じて
適時見直せることが肝要である。

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

意見 補足資料

内閣官房　平成26年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

提案団体
区分

各府省からの第１次回答

回答

大分県提案分 内閣官房、国
土交通省

九州地方知
事会

E　提案の実
現に向けて
対応を検討

　番号法では、個人番号の利用範囲について、社会保障制度、税制及び災害
対策に関する分野で利用することが規定されており、具体的には、番号法の
別表第一において掲げられている事務等において個人番号を利用することが
できるとされています（第９条）。また、特定個人情報の提供を原則禁止とし、
行政機関等が情報提供ネットワークシステムを使用しての提供など、番号法
に規定するものに限り情報提供を可能としています（第１９条）。
　例示いただきました「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」は、
中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促
進するためのものであることから、当該法律に基づく事務が、社会保障制度、
税制及び災害対策に関する分野に該当するか必ずしも明確ではありません
が、個人番号の利用範囲の拡大については、番号法附則第６条第１項におい
て、番号法の施行後３年を目途として検討を加え、必要があると認めるとき
は、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講じる、とされ
ており、適切に対応してまいります。

　　「番号法の施行後３年を目途として検討」とご回答を頂きましたが、施行後
３年は平成３０年１０月が目途となると理解しています。一方で、内閣官房の
想定スケジュールでは、住民の添付書類削減を実現する情報提供ネットワー
クを使用した個人情報の提供は、平成２９年１月より国の機関間の連携から
開始し、平成２９年７月を目途に地方公共団体等との連携についても開始す
るとされています。
　本提案は、根拠法は違うものの、現在、同様に行われている手続が、番号
法施行後に扱いが異なってしまうこと、申請者の混乱が予想されることを未然
に防ぎたいとの考えです。情報提供ネットワークの地方公共団体等との連携
開始時点（２９年７月）において、手続の違いが生じないようご検討をいただき
たいです。
　今回、このような事務の一つとして、特定優良賃貸住宅に関する事務があり
ます。特定優良賃貸住宅は、現在マイナンバーの利用範囲に含まれている公
営住宅と同じく社会保障分野に含まれると考えています。必要となる資料も
同一であることを考慮すれば、一方の事務にマイナンバーの利用が可能であ
り、一方が不可であることは、住民の混乱を招くことにつながり、「国民の利便
性向上」を掲げるマイナンバー制度の目的に反するのではないかとも考えま
す。これを踏まえ、ぜひ特定優良賃貸住宅に関する事務を番号法へ追加する
ことをご検討いただきたいです。
（参考）
　「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」は中堅所得者層を対象と
することから、同法に基づく事務は、社会保障制度、税制及び災害対策に関
する分野に該当するか必ずしも明確ではないとされていますが、既に番号法
別表に記載のある「高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学
支援金の支給に関する事務」は、対象者の所得の上限が特定優良賃貸住宅
の所得の上限を上回っていることから、番号法にいう社会保障制度は、中堅
所得者層を対象とする事務を排除する趣旨ではないと考えております。

390 社会保障・税番号制
度における個人番号
利用事務の拡大

行政手続における特定の
個人を識別するための番
号の利用等に関する法律
第９条第１項別表第１にマ
イナンバーを活用できる事
務が掲げられているが、そ
の別表に記載されていな
い法律の中にも、番号法別
表第一に記載されている
法律と同様の手続となるも
のがあることから、それら
の事務も対象とするよう、
別表への掲載を求める。
（参考）
「特定優良賃貸住宅の供
給の促進に関する法律」
（国交省）に係る事務等

【改正の必要性】個人番号は、将来的には幅広い行政分野で利活用すること
も念頭に置きつつ、まずは、社会保障制度、税制、災害対策に関する分野に
おいて利用することとされており、番号法第９条第１項別表第一で個人番号を
利用できる事務が列挙されている。これらの列挙された事務では、例えば、住
民票や所得証明など添付書類が提出不要となるが、現状では、別表第一に
挙げられていない社会保障等に関する法律で行われている事務で、同様に
住民票や所得証明など添付書類を求めている事務がある。例えば、「特定優
良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（国交省）に係る事務については、
番号法別表第一項番１９「公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務」
と同様の添付書類を申請者に求めることになっている。申請の根拠法の違い
から添付書類の要・不要が混じることは住民の混乱を招くため、このような事
務について番号制度の対象事務とすることを求める。

行政手続における
特定の個人を識別
するための番号の
利用等に関する法
律第９条第１項、第
１９条第７項

管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等 根拠法令等
制度の所管・
関係府省庁

その他（特記事項）
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569

298

390

管理番号

内閣官房　平成26年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求
める。

C　対応不可 　本提案は、現在、地方公共団体が行っている事務を国において行うよう求
めるものであり、今回の対象である①地方公共団体への事務・権限の移譲、
②地方に対する規制緩和、のいずれにも当たらないため対応することはでき
ない。

　なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第28
条第４項に規定する「必要な協力」とは、具体的には、管轄内における登録基
準を満たす事業者等への登録制度の周知や申請内容の確認等とされてお
り、厚生労働省においても、全国の都道府県から提出された申請内容を、責
任をもって確認をしていることから、役割分担・協力範囲の明確化は図られて
いるものと考えている。

E　提案の実
現に向けて
対応を検討

　都道府県の国民保護計画の変更については、提案のとおり、都道府県の意
向を踏まえ、必要があれば年に複数回の手続きを行うなど適時の見直しがで
きるよう対応する。 今後、全国都道府県担当課長会議や都道府県国民保護
計画の変更に関する調査の際に、この旨を周知する予定である。
　なお、内閣総理大臣協議の廃止については、前回回答のとおり。

６【内閣官房】
（１）武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平16
法
112）（総務省と共管）
都道府県知事が都道府県の国民の保護に関する計画を変更するときに行う
内閣総理大臣への協議（34条５項及び８項）については、年に複数回、協議
の機会を設けるなど、都道府県が当該計画を適時に見直すことができるよう
対応する。

通知 平成26年11
月20日

都道府県の国民の保護に関する計画の変更に
ついて（平成26年11月20日付け消防国第107
号）

法施行後３年を目途として検討される個人番号の利
用範囲の拡大については、情報漏洩や目的外利用な
どの危険性を十分に検証した上で、他の行政分野や
民間における利用が早期に実現するよう、戸籍や不
動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく検
討を進めるべきである。

６【内閣官房】
（３）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律（平25法27）
個人番号利用事務（９条１項）及び特定個人情報の提供制限の例外となる事
務（19条７号）に、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平５法52）
に基づき地方公共団体が供給する賃貸住宅の管理に関する事務を追加す
る。

法律、省令 【法律】平成
27年９月９
日公布
別表第一関
係：平成28
年1月1日施
行
別表第二関
係：平成29
年５月30日
施行

【省令】
別表第一関
係：平成27
年12月25日
公布
平成28年１
月１日施行
別表第二関
係：平成28
年９月12日
公布
平成29年５
月30日施行

【法律】
個人情報の保護に関する法律及び行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律の一部を改正する法律（平
27法65）において、行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平25法27）の別表第一及び第二に特定優
良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による
賃貸住宅の管理に関する事務を追加する改正
を行い平成27年９月９日に公布し、別表第一の
改正規定については、平成28年１月１日に施行
し、別表第二の改正規定については平成29年
５月30日に施行することとした。

【省令】
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第一の主務
省令で定める事務を定める命令の一部を改正
する命令（平27内閣府・総務省令６）を平成27
年12月25日付で公布、平成28年１月１日付で
施行した。

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律別表第二の主務
省令で定める事務及び情報を定める命令の一
部を改正する命令（平28内閣府・総務省令４）を
平成28年９月12日付で公布し、平成29年５月30
日に施行することとした。

これまでの措置（検討）状況回答

対応方針の措置（検討）状況

今後の予定

調整結果
(平26対応方針（平27.1.30閣議決定）抜粋）

※平27対応方針（平27.12.22閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平27＞として併
記

※平28対応方針（平28.12.20閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平28＞として併

【全国市長会】
国民が混乱することのないように、類似の事務へ拡大
するなど、検討委状況等の情報を公開しながら、利用
範囲の拡大について検討を行うこと。

○　番号法施行後３年となる平成30年度を目途として番号法の利用範囲拡大
を検討すると法律に規定されている一方、ヒアリングではその検討の前倒しも
あり得るとのことであった。今回提案のあった特定優良賃貸住宅に係る事務
を別表に位置づけることについて早期実現の方向で、法改正の手法や時期も
含めて検討いただきたい。

A　実施 　マイナンバーの利用範囲については、個人情報の漏えい等に関する国民の懸念もある
ことから、まずは、社会保障分野、税分野などに利用範囲を限定し、マイナンバーの利用
範囲を法律で厳格に規定し、それ以外の事務においては特定個人情報の収集・保管、特
定個人情報ファイルの作成を禁止しています。
　ここで、どの事務が社会保障分野、税分野などに該当するのかについては、それぞれ
の事務を個別に見る必要があると考えますが、例えば、現行の番号法においても、高等
学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務が規定さ
れているなど、広い意味での社会保障制度に関する分野であっても、マイナンバーを利
用できることとされているところです。
　一方、「社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野」に該当する事務であっても、
すべての事務が別表第一に規定されているわけではなく、どのような事務を番号法に追
加するかについては、①全ての地方公共団体において当該事務でマイナンバーを利用
すること、及び番号法第22条により情報提供の求めがあった時には当該求めに応じる義
務が生じること、②そのため、例えば地方公共団体によっては申請件数がわずかしかな
い事務であったとしても、一律に、マイナンバーの利用及び情報提供に対応するための
追加のシステム整備等を行わなければならなくなること、等を勘案しつつ、制度を所管す
る各府省庁の意向や、地方公共団体のニーズを踏まえた上で、マイナンバー利用の要
否について個別に検討を行う必要があると考えます。
　「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」による特定優良賃貸住宅は、中堅所
得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅（同法第1条）ですが、既に番号
法別表に記載のある「高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の
支給に関する事務」は、その対象者の所得上限が特定優良賃貸住宅の入居者の所得上
限を上回っており、番号法にいう「社会保障制度」（番号法第３条第２項）は「特定優良賃
貸住宅の供給の促進に関する法律」における中堅所得者層を対象とする事務を排除す
る趣旨ではないことから、特定優良賃貸住宅に関する事務についても番号法上の「社会
保障制度」に含まれるとのご指摘を踏まえ、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する
法律」に関する事務について番号法別表に追加することとします。（ただし、どこまでの事
務を追加することとするかは今後検討させて頂きます。）

重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

各府省からの第２次回答

区分
措置方法

（検討状況）
実施（予定）

時期

全国市長会・全国町村会からの意見全国知事会からの意見

意見意見 補足資料 補足資料意見
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